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件   名   と   要   旨 

 

（件 名） 

 宿泊税制度における税の公平性担保義務及び無届・無許可宿泊営業の排除体制の明確化並びに

議会による監視の実施を求めることについて 

 

（要 旨） 

 旭川市において導入が予定されている宿泊税は、条例に基づき宿泊施設事業者を特別徴収義務

者として指定し、徴収及び納付義務を法的に強制する法定外目的税である。 

 私は旭川市内において宿泊施設を運営する宿泊税の特別徴収義務者であり、本制度により直接

的な法的義務及び経済的負担を課される当事者である。 

 地方自治体による課税は、地方自治法第１４条及び第２２３条以下に基づき条例により行われ

るものであるが、その制度は法の下の平等原則及び租税法律主義の趣旨に適合し課税対象者間の

実質的公平性が制度として担保されていることが前提となる。宿泊税制度においては、旅館業法

又は住宅宿泊事業法に基づき適法に営業する事業者のみが特別徴収義務を負う一方で、無届・無

許可の宿泊営業が存在する場合、それらは課税及び徴収の枠組みの外に置かれることとなり、適

法事業者のみに負担が課される構造が生じる。 

 このような状態が放置される場合、課税対象者間の実質的公平性は担保されず、課税制度の適

法性及び正当性の根拠に重大な疑義が生じ得る。 

 この点について、私は昨年後半以降、旭川市税務部税制課に対し、宿泊税制度における公平性

確保措置及び無届・無許可宿泊営業への対応体制について、継続的に照会を行ってきたが、２０

２６年１月２７日照会（回答期限：２０２６年２月１３日）、２０２６年２月１５日再照会（回答

期限：２０２６年２月２０日）、２０２６年２月２２日「旭川未来創造ポスト」を通じた照会（回

答期限：２０２６年２月２８日）、２０２６年３月１日再照会（回答期限：２０２６年３月１５日）

と、複数回にわたり回答期限を明示して照会しているにもかかわらず、制度の公平性を担保する

ための具体的措置、監視体制、調査手段及び執行体制について、明確な説明は現在に至るまで示

されていない。 

 宿泊税は条例に基づく強制的課税であり、その適法性及び正当性は制度としての公平性が具体

的措置により担保されていることを前提として成立するものである。 

 

（次頁に続く） 



 

 地方自治法第９６条に基づき条例制定権を有する議会は、課税制度の制定主体であると同時に

その運用が適法かつ公平に行われていることを監視する責務を負っている。制度の公平性を担保

する具体的措置及び執行体制が明確でないまま課税が行われることは、条例に基づく課税制度の

適正性そのものに関わる問題であり議会による監視及び確認が必要不可欠である。 

 よって、宿泊税制度の適法性及び公平性を確保する観点から、議会において必要な確認及び措

置を講じるよう求める。 

  以上の趣旨から、次の事項について陳情する。 

 

陳情事項 

１ 宿泊税制度において課税の公平性を確保するため、無届・無許可の宿泊営業の存在により適

法事業者のみに負担が集中することのないよう、当該営業の把握、調査、是正及び排除を行う

ための具体的な監視体制、調査手段及び執行体制を明確にすること。 

２ 宿泊税制度の運用において、課税対象者間の実質的公平性が制度として担保されるよう具体

的な運用方針及び実施体制を明確にすること。 

３ 宿泊税制度の適法性及び公平性に関する特別徴収義務者からの照会に対し行政が法の趣旨に

基づく説明責任を適切に果たすよう議会として必要な監視及び確認を行うこと。 

４ 議会として、宿泊税制度が法の下の平等原則及び租税制度の公平性の原則に適合する形で運

用されていることを確認し、その適正性を確保するために必要な措置を講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


